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一関市制限付一般競争入札執行事務処理規程（新旧対照表） 

 

改正前 改正後 

（入札場所に備える書類） （入札場所に備える書類） 

第３条 入札場所には、次の書類を置くものとする。 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 最低制限価格を設定した場合は、               

                   最低制限価格を併記した

予定価格書 

第３条 入札場所には、次の書類を置くものとする。 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格を記載した書面

（以下「最低制限価格書」という。）又は最低制限価格を併記した

予定価格書 

  

（予定価格書 の開被） （予定価格書等の開被） 

第８条 開札と同時に、予定価格書（最低制限価格を設定した場合は、

最低制限価格を併記した予定価格書）を開被するものとする。 

第８条 開札と同時に、予定価格書（最低制限価格を設定した場合は、

最低制限価格を併記した予定価格書）を開被するものとする。 

２ 一関市営建設工事に係る予定価格の事前公表に関する試行要綱（令

和７年一関市告示第40号）による予定価格の事前公表（以下「予定価

格の事前公表」という。）をしている場合は、開札と同時に最低制限

価格書を開被するものとする。 

  

（再度入札） （再度入札） 

第11条 第１回の入札で落札しないときは、再度入札を執行する旨を宣

言し、直ちに入札を行うものとする。この場合において、工事費内訳

書の提出は、省略することができるものとする。 

 

 

 

２・３ ［略］ 

第11条 第１回の入札で落札しないときは、再度入札を執行する旨を宣

言し、直ちに入札を行うものとする。この場合において、工事費内訳

書の提出は、省略することができるものとする。ただし、予定価格の

事前公表をしている場合において、１回目の入札において落札予定者

がない場合は、再度入札を行わずに入札を打ち切る旨を宣言して入札

を終了するものとする。 

２・３ ［略］ 

  

 （再度入札においても落札予定者がないとき） （再度入札においても落札予定者がないとき） 
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第13条 ２回の再度入札を執行した後においても、落札予定者がないと

きは、入札を打ち切るものとし、その旨を宣言して、入札を終了する

ものとする。 

２ 再度入札の最低入札金額が予定価格と比較し、小差のときは、随意

契約により最低入札者と契約することができる。この場合において、

見積額が予定価格の範囲内であるときは、速やかに契約を締結するも

のとする。 

 

３ ［略］ 

第13条 ２回の再度入札を執行した後においても、落札予定者がないと

きは、入札を打ち切るものとし、その旨を宣言して、入札を終了する

ものとする。 

２ 再度入札の最低入札金額が予定価格と比較し、小差のときは、随意

契約により最低入札者と契約することができる。この場合において、

見積額が予定価格の範囲内であるときは、速やかに契約を締結するも

のとする。ただし、予定価格の事前公表をしている場合は適用しな

い。 

３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行し、同日以降に行う契約の申込の誘引に係る契約から適用する。 


